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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　給油所における用地に配置された地下の燃料タンク（１）内での燃料の液面および量を
決定するために用いられる較正表を決定する方法であり、
　レーザー距離測定デバイス（２）が上記燃料タンク（１）内に位置しており、
　上記レーザー距離測定デバイス（２）は、少なくとも１つのメインシャフト（１４）に
よって、円方向Ｂにおける３６０°以下、および、上方－下方の方向Ａにおける２７０°
以下に回転され、
　上記レーザー距離測定デバイス（２）の光線（３）を用いて、個々の点における上記燃
料タンク（１）の内壁からレーザー距離測定デバイス（２）までの距離を決定し、
　上記燃料タンク（１）と、燃料タンク（１）が配置されている水平面との間の角度Ｘを
、少なくとも１つの傾斜計（４）によって決定し、
　上記個々の点において測定された、レーザー距離測定デバイス（２）と上記燃料タンク
（１）の内壁との間の距離の値、および、傾斜計（４）によって測定した角度Ｘの値を少
なくとも１つの制御ユニット（８）を用いてコンピューター（１８）に送信し、
　得られた距離の値および角度Ｘの値を用いて上記燃料タンク（１）の較正表を作成し、
　給油所における用地に配置された地下の燃料タンク（１）内での燃料の液面および量を
決定するために用いられる較正表を決定する装置における上記レーザー距離測定デバイス
（２）の位置が変更され、
　上記レーザー距離測定デバイス（２）の位置が上方に調整されており、
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　上記装置と共に移動される少なくとも１つのミラーセットを使用することを特徴とする
較正表を決定する方法。
【請求項２】
　上記燃料タンク（１）内のレーザー測定による３Ｄ（３次元）空間点を生成すること、
および、上記燃料タンク（１）内の３Ｄモデル化によって、上記較正表が作成されること
を特徴とする請求項１に記載の較正表を決定する方法。
【請求項３】
　メインシャフト（１４）が、少なくとも１つのバンドまたはギアシステムＡ（１０）か
ら回転動作を受け、
　上記メインシャフト（１４）が円方向Ｂにおける３６０°以下にてレーザー距離測定デ
バイス（２）を回転させることを特徴とする請求項１に記載の較正表を決定する方法。
【請求項４】
　バンドまたはギアシステムＡ（１０）が少なくとも１つのモーターＡ（５）によって駆
動されることを特徴とする請求項３に記載の較正表を決定する方法。
【請求項５】
　メインシャフト（１４）が、少なくとも１つのバンドまたはギアシステムＢ（１１）か
ら上方－下方の動作を受け、
　上記メインシャフト（１４）が、上方－下方の方向Ａにおける２７０°以下にてレーザ
ー距離測定デバイス（２）を回転させることを特徴とする請求項１に記載の較正表を決定
する方法。
【請求項６】
　バンドまたはギアシステムＢ（１１）が少なくとも１つのモーターＢ（６）によって駆
動されることを特徴とする請求項５に記載の較正表を決定する方法。
【請求項７】
　給油所における地表に配置された地下の燃料タンク（１）内での燃料の液面および量を
決定するために用いられる較正表を決定する装置であり、
　少なくとも１つの距離測定デバイスとしてのレーザー距離測定デバイス（２）、少なく
とも１つのミラーセット、少なくとも１つのメインシャフト（１４）および少なくとも１
つの傾斜計（４）を含んでおり、
　上記レーザー距離測定デバイス（２）は、上記燃料タンク（１）内に配置され、レーザ
ー距離測定デバイス（２）と、上記燃料タンク（１）の内壁との間の距離を測定し、
　上記メインシャフト（１４）は、円方向Ｂにおける３６０°以下、および、上方－下方
の方向Ａにおける２７０°以下にて、上記レーザー距離測定デバイス（２）へ環状の回転
動作をもたらし、
　上記装置における上記レーザー距離測定デバイス（２）の位置が変更され、
　上記レーザー距離測定デバイス（２）の位置が燃料タンク（１）内の上方に調整されて
おり、
　ミラーセットは、上記装置と共に移動され、上記距離は上記ミラーセットのミラーの反
射を経由して測定され、
　上記傾斜計（４）が表面（９）に位置しており、
　上記傾斜計（４）が、上記燃料タンク（１）と、水平面との間の角度Ｘを測定すること
を特徴とする装置。
【請求項８】
　表面（９）に配置された制御ユニット（８）を少なくとも含み、
　上記制御ユニット（８）は上記傾斜計（４）によって測定された角度Ｘの値、および、
上記レーザー距離測定デバイス（２）によって測定された距離の値を少なくとも１つのコ
ンピューター（１８）に送信することを特徴とする請求項７に記載の較正表を決定する装
置。
【請求項９】
　円方向Ｂにおける３６０°以下の回転動作をレーザー距離測定デバイス（２）にもたら
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すための上記メインシャフト（１４）が、表面（９）に配置された少なくとも１つのバン
ドまたはギアシステムＡ（１０）を含むことを特徴とする請求項７に記載の較正表を決定
する装置。
【請求項１０】
　上方－下方の方向Ａにおける２７０°以下の回転動作をレーザー距離測定デバイス（２
）にもたらすための上記メインシャフト（１４）が、表面（９）に配置された少なくとも
１つのバンドまたはギアシステムＢ（１１）を含むことを特徴とする請求項７に記載の較
正表を決定する装置。
【請求項１１】
　表面（９）に配置された少なくとも１つのモーターＡ（５）を含み、
　上記モーターＡ（５）はバンドまたはギアシステムＡ（１０）を駆動させることを特徴
とする請求項９に記載の較正表を決定する装置。
【請求項１２】
　表面（９）に配置された少なくとも１つのモーターＢ（６）を含み、
　上記モーターＢ（６）はバンドまたはギアシステムＢ（１１）を駆動させることを特徴
とする請求項１０に記載の較正表を決定する装置。
【請求項１３】
　タンクカバー（１３）に配置された少なくとも１つの開口（７）を含んでおり、
　上記開口（７）は、上記メインシャフト（１４）を上記燃料タンク（１）に通じさせ、
上記メインシャフト（１４）を収容することを特徴とする請求項７に記載の較正表を決定
する装置。
【請求項１４】
　上記メインシャフト（１４）の強度を増加させる、および、外部の影響に対して上記メ
インシャフト（１４）を保護するため、上記メインシャフト（１４）の周囲に少なくとも
１つのスチール製保護パイプ（１７）を含むことを特徴とする請求項７に記載の較正表を
決定する装置。
【請求項１５】
　超音波センサーが上記距離測定デバイスとして用いられていることを特徴とする請求項
７に記載の較正表を決定する装置。
【請求項１６】
　マイクロ波センサーが上記距離測定デバイスとして用いられていることを特徴とする請
求項７に記載の較正表を決定する装置。
【請求項１７】
　超広域センサーが上記距離測定デバイスとして用いられていることを特徴とする請求項
７に記載の較正表を決定する装置。
【請求項１８】
　レーダーセンサーが上記距離測定デバイスとして用いられていることを特徴とする請求
項７に記載の較正表を決定する装置。
【発明の詳細な説明】
【発明の詳細な説明】
【０００１】
　〔技術分野〕
　本発明は、給油所における地下の燃料タンク内での燃料の液面および燃料の量の測定に
関するものである。
【０００２】
　また、特に本発明は較正表の作成に関する。上記較正表は、許容誤差が最小化された給
油所における地下の燃料タンク内での燃料の液面および燃料の量を決定するために使用さ
れるものである。
【０００３】
　〔背景技術〕
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　従来、給油所では、地下の燃料タンク内での石油の液面を測定するために様々な方法が
採用されている。燃料タンク内で電子測定センサーを用いて自動的に行うだけでなく、液
面の測定棒をタンク内に浸すことにより、これらの方法を手動で実施可能である。
【０００４】
　上記方法では、リッター量を算出するために計算がなされる。上記リッター量は、液面
が相当するミリメートル単位で測定される。また、上記計算は、事前に上記燃料タンク用
に作成された較正表を使用してなされる。上記較正表は、同一物に相当する燃料タンク内
の燃料高さ、および、容積価を示すものである。燃料タンク内の燃料高さは、上述の方法
によって計算され、燃料の量（体積）を測定するために燃料タンクの体積に対して釣り合
いが取られる。
【０００５】
　この計算を正確に行うためには、燃料タンクの較正表（ｍｍ／ｌｔ）が、正確である必
要がある。そうでなければ、測定されたミリメールトル値から、正確なリットル量が得ら
れない。
【０００６】
　上記燃料タンクの較正表は、燃料タンクの製造過程で得られる。しかし、上記較正表は
、理想的な状態に適合しており、燃料タンクが地下に配置されている場合、上記理想状態
から逸脱し、上記燃料タンクの較正表には誤りが生じる。
【０００７】
　液面測定システムが燃料タンクに備えられている場合、または、手動の測定がなされる
場合に正確な結果を得るために、燃料タンクの較正を再度行う必要がある。これの作業は
困難で費用がかかる。
【０００８】
　上記計算を行うためには、上記燃料タンク内の燃料を空にし、燃料を段階的に充填させ
てミリメートル単位での測定を行う。このシステムのためには、１つまたは２つの燃料タ
ンクローリーおよび燃料移送ポンプのような装置が給油所にて使用される。１つのタンク
の計算を完了するまでは数時間が必要となり得る。
【０００９】
　上記時間の間、作業がなされる範囲では給油所の作業を中止せざるを得ないし、販売を
行うこともできない。手動の較正は多くの労働力を必要とし、コストもかかる。その上、
給油所全体の機能を妨げることにもなる。
【００１０】
　他の較正法として、較正ソフトウェアおよび自動システムによって自動的になされる方
法もあり、上記方法は、タンク自動システムおよびポンプ自動システムを有するシステム
におけるものである。当該自動較正によって、燃料タンクに作業を開始した後、燃料タン
クを完全に満たすことができる。燃料タンクの自動化からポンプで販売される燃料の量ま
での支えとなるｍｍ値を上記システムが比較する。この比較は燃料タンク用の較正表を作
成するためになされる。
【００１１】
　このシステムが正確に機能するためには、燃料タンクが空になることを待たねばならず
、その間、何の干渉もあってはならない。また、正確で完全な較正表を作成するためには
、燃料タンクが満たされ、そして空になるまで数時間待たねばならない。
【００１２】
　このような自動システムでは、２００００リットルの高価なタンクを満たすために何時
間も必要となる。この状況により高コストおよび長い所要時間が必要となっている。また
、上記所要時間が長くなるにつれ、給油所での販売率が低下し、正確な結果を得ることが
困難となる。
【００１３】
　現時点において、タイトル“タンク内での液体の量を決定する較正方法および較正装置
”の国際公開２００７０７８２２１号パンフレットにおいて、当該発明は燃料センサーに
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よるタンク内での燃料液面を測定および構成する事項に関して開示するものである。上記
出願では、タンク内での燃料の量は燃料の液面に相当する較正値に従って測定される。
【００１４】
　しかしながら、この手法に従って上記燃料タンクがある範囲に速やかに配置されない場
合、上記燃料の液面は、実際の値よりも上下する傾向にあり、理想的な実際の燃料の量が
得られない可能性がある。
【００１５】
　同様に、タイトル“給油所における地下液体燃料タンクの測定システム”の欧州特許出
願第１６０３８２６号は、給油所の地下に配置された液体燃料タンクから抜き出した燃料
の量を測定するシステムに係るものである。ここで、上記測定方法は、上記燃料タンクに
浸されたタービンポンプによって実施される。ガスポンプによって抜き出された上記燃料
の量が測定され、ひいては残存した燃料の量が計算される。
【００１６】
　残念ながら、この手法では上記燃料タンクが完全に空になるまで待たねばならない。そ
してその間、何の干渉もあってはならない。
【００１７】
　さらに従来技術について述べると、タイトルが“光学的燃料液面センサー”の米国特許
第２００３２３０１４１号では、燃料の液面の変化量が電子液面探知センサーによって決
定される。
【００１８】
　また、上記手法では上述したデメリットを解決することを課題としている。
【００１９】
　上述したデメリットのため、液体燃料タンク内の燃料の量を測定するために使用される
較正方法において革新を求めて取り組みがなされている。
【００２０】
　〔発明の概要〕
　上述した従来技術に基づき、本発明の目的は以下の方法を提案することを目的とする。
すなわち、他のシステムと比較して、液体燃料タンクが地下に配置される角度に係わらず
、より速く、より正確な手法にて上記液体燃料タンク内での燃料の量に係る実際の値を較
正可能な方法である。
【００２１】
　また、本発明の他の目的は、レーザー測定機器によって正確で、より現実的な較正を行
うことができる機構を提案することにある。
【００２２】
　また、本発明の他の目的は、較正手法を非常に短時間で、較正表を容易に作成可能な機
構を提案することである。
【００２３】
　また、本発明の他の目的は、より低コストで較正表を生成する機構を提案することであ
る。
【００２４】
　さらに、本発明の他の目的は、燃料タンク内のレーザー測定を用いた３Ｄ（３次元）空
間点の生成および燃料３Ｄモデル化の生成によって、作成された較正表を提供することに
ある。
【００２５】
　さらに、本発明の他の目的は、上記３Ｄモデル化の性能を理由として現在の較正システ
ムによって実現不可能であった燃料タンクの窪みおよび形状変形も検出可能とすることに
ある。
【００２６】
　さらに、本発明の他の目的は、液体燃料補給所の作業が長期間とならない機構を提案す
ることにある。液体燃料補給所では、短時間での較正のより速い性能のおかげで較正が実
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施され、物質的損失を被ることがない。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】図１は地下タンクの較正表を生成する装置を示す側面図である。
【００２８】
　〔発明を実施するための形態〕
　本発明は燃料タンク（１）の内での燃料の量を測定する較正表を生成する方法および装
置に関する。
【００２９】
　図１では、燃料タンク（１）内での燃料の量を測定するために使用される較正表を生成
する本発明に係る装置の側面図が表わされている。
【００３０】
　上記装置は燃料タンク（１）、レーザー距離測定デバイス（２）、傾斜計（４）、メイ
ンシャフト（１４）、モーターＡ（５）、モーターＢ（５）、制御ユニット（８）および
コンピューター（１８）の主要部材を含んでいる。
【００３１】
　上記燃料タンク（１）では燃料が貯蔵され、レーザー距離測定デバイス（２）は上記燃
料タンク（１）内に位置している。上記傾斜計（４）は、燃料タンク（１）と、用地との
間の角度を決定し、メインシャフト（１４）は上記レーザー距離測定デバイス（２）に上
方動作および円動作をもたらすものである。また、上記モーターＡ（５）は、バンドまた
はギアシステムＡ（１０）によって上記メインシャフト（１４）を駆動させ、上記モータ
ーＢ（５）は、バンドまたはギアシステムＢ（１０）によって上記メインシャフト（１４
）を駆動させる。上記制御ユニット（８）は上記装置を制御し、上記コンピューター（１
８）は、上記制御ユニット（８）から出力される情報を収集し、較正表を作成する。
【００３２】
　上記燃料タンク（１）内での燃料の量を測定するために使用される較正表を生成する方
法は以下の工程を含む：
　－少なくとも１つのメインシャフト（１４）によって、上記燃料タンク（１）内に位置
するレーザー距離測定デバイス（２）を円方向Ｂにおける３６０°以下、および、上方－
下方の方向Ａにおける２７０°以下に回転させ、上記レーザー距離測定デバイス（２）の
光線（３）を用いて、個々の点における上記燃料タンク（１）の内壁からの距離を決定し
、
　－上記燃料タンク（１）と、燃料タンク（１）が配置されている水平面との間の角度Ｘ
を、少なくとも１つの傾斜計（４）によって決定し、
　－上記個々の点において測定された、レーザー距離測定デバイス（２）と上記燃料タン
ク（１）の内壁との間の距離の値、および、傾斜計（４）によって測定した角度Ｘの値を
少なくとも１つの制御ユニット（８）を用いてコンピューター（１８）に送信し、
　－得られた距離の値および角度Ｘの値を用いて上記燃料タンク（１）の較正表を生成す
ることを特徴とする方法。
【００３３】
　燃料タンク（１）内のレーザー測定器によって、３Ｄ（３次元）空間点を生成すること
、および、上記燃料タンク（１）内の３Ｄモデル化によって、上記較正表は作成される。
【００３４】
　高さ情報は、種々の測定技術（磁歪センサー、超音波センサー、容量センサーなど）を
用いた液面測定センサーから得られる。測定技術は、上記燃料タンク（１）の底点からｍ
ｍの液体高さであっても測定を行うものである。
【００３５】
　単に液面プローブである上記装置は、２インチの開口７を通じて上記燃料タンク（１）
にも適用される。そして、また液面プローブとして上記開口（７）を通っており、上記燃
料タンク（１）に取り付けられる。
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【００３６】
　上記メインシャフト（１４）はマンホール（１２）を通っており、タンクカバー（１３
）に位置する上記開口（７）をさらに通っている。そして、メインシャフト（１４）は燃
料タンク（１）に挿入されている。上記メインシャフト（１４）の強度を増加させ、外部
の影響に対してメインシャフト（１４）を保護するために、スチール製保護パイプ（１７
）は、メインシャフト（１４）に配置されている。
【００３７】
　燃料タンク（１）は、用地に対して角度Ｘで、用地帯（１５）内に位置している
　傾斜計（４）は、表面（９）の上方にある装置の外延に位置している。傾斜計（４）は
、燃料タンク（１）または接続点の傾斜角度Ｘがもし生じていれば、これらを計算するた
めに配置されている。その後、この情報は３Ｄ計算に用いられる。上記モーターは燃料タ
ンク（１）へ挿入されていなくともよく、２つのサーボモーター（５、６）は表面（９）
の頂部領域に位置している。
【００３８】
　上記モーター（５、６）の動作は、レーザー距離測定デバイス（２）に伝達される。上
記レーザー距離測定デバイス（２）はメインシャフト（１４）によって、上記燃料タンク
（１）内に位置している。上記装置が作動を開始すると、メインシャフト（１４）が方向
Ｂにて０°から３６０°まで移動する。モーターＡ（５）からバンドまたはギアシステム
Ａ（１０）が駆動力を受けることにより、バンドまたはギアシステムＡ（１０）によって
上記メインシャフト（１４）は円動作を行う。
【００３９】
　同様に、レーザー距離測定デバイス（２）は、方向Ａにおいて０°から２７０°まで移
動することが好ましい。モーターＢ（６）から受けた駆動力によりメインシャフト（１４
）を上下に移動させるバンドまたはギアシステムＢ（１１）により、上記レーザー距離測
定デバイス（２）は上述した上方－下方動作を行う。
【００４０】
　このように、レーザー距離測定デバイス（２）は、配置された点から水平方向にて３６
０°以下、および、垂直方向にて２７０°以下の上記燃料タンク（１）の内壁に沿った種
々の点までの距離を測定する。測定は、レーザー距離測定デバイス（２）の光線を用いて
なされる。
【００４１】
　上記の距離測定は、コンピューター（１８）において種々の点を収集するために何回も
実施される。また、上記燃料タンク（１）の実際の３次元形状を計算するため、上記の距
離測定が分析される。さらには、燃料タンク（１）の傾斜または用地に対する接続点の傾
斜が生じていれば、Ｘの値はこれらの傾斜を示す。上記Ｘの値はこれらの計算にて使用す
ることも可能である。
【００４２】
　上記燃料タンク（１）内の液体は、地球の重力軸に対して常に垂直にて測定されるから
である。換言すると、上記燃料タンク（１）内で角度が存在したとしても、上記液体は用
地面に対して平行であり、燃料タンク（１）に対しては平行でない。
【００４３】
　少なくとも１つの制御ユニット（８）によって、上述の装置の制御がなされ得る。制御
ユニット（８）は上記装置と通信可能である。少なくとも１つのコンピューター（１８）
に対して、接続ケーブルを介するレーザー距離測定デバイス（２）および傾斜計（４）に
よって上記装置は実施される。
【００４４】
　一旦、全てのデータの収集処理が完了すると、上記装置は、燃料タンク（１）から取り
出され、液面測定プローブが上記装置のあった場所に取り付けられる。得られたデータは
コンピューター環境にて較正表に変換される。その後、液面プローブから得られる高さデ
ータを液量情報に変換することが可能である。
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　本発明の変形例によれば、超音波センサーがレーザー距離測定デバイス（２）として用
いられる。
【００４６】
　また、本発明の変形例によれば、紫外線センサーがレーザー距離測定デバイス（２）と
して用いられる。
【００４７】
　また、本発明の変形例によれば、超広域センサーがレーザー距離測定デバイス（２）と
して用いられる。
【００４８】
　また、本発明の変形例によれば、上記装置におけるレーザー距離測定デバイス（２）の
位置を変更してもよく、上記位置を上方の位置に調整してもよい（レーザー光線の方向が
下方となるように）。レーザー距離測定デバイス（２）の動作性能と同様に、上記装置と
共に移動されるミラーセットが使用される。そして、上記距離はミラーの反射を経由して
測定される。センサーが移動する代わりに、上記ミラーセットのミラーはレーザー距離測
定デバイス（２）と同じ動作性能を有する。
【００４９】
　本出願の保護観点は特許請求の範囲によって決定され、上記観点は、上述された典型的
目的のみに規定された明細書の記載に限定されるものではない。また、同様の具体例を使
用する、および／または、関連技術において類似の目的を持って他の分野に当該具体例を
適用することによって、当業者は本発明によってさらなる改変を行うことが可能である。
したがって、そのような具体例は進歩性の基準を明らかに満たすものではない。
【符号の説明】
【００５０】
　１　　　燃料タンク
　２　　　レーザー距離測定デバイス
　３　　　レーザーデバイスの光線
　４　　　傾斜計
　５　　　モーターＡ
　６　　　モーターＢ
　７　　　開口
　８　　　制御ユニット
　９　　　表面
　１０　　バンドまたはギアシステムＡ
　１１　　バンドまたはギアシステムＢ
　１２　　マンホール
　１３　　タンクカバー
　１４　　メインシャフト
　１５　　用地帯
　１６　　接続ケーブル
　１７　　スチール製保護パイプ
　１８　　コンピューター
　Ｘ　　　燃料タンクの角度が用地に対して完全に平行でないために形成され得る角度
　Ａ　　　レーザーデバイスの上方－下方回転軸
　Ｂ　　　メインシャフトの円回転軸
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